
令和元月６月５日家畜衛生情報

山県市の養豚場で豚コレラ発生（県内１7施設目）

○飲水の適切な消毒の実施
・次亜塩素等により飲水消毒を実施！

定期的に塩素濃度を確認してください！

○野生動物の侵入防止対策
・ワイヤーメッシュ・電気柵の保守点検

衛生管理区域境界への石灰散布も検討！

・畜舎・資材置場、設置している防鳥

ネット等の破損確認

ネズミ対策も検討！（ネズミ捕り、殺鼠剤）

○車両消毒の徹底
・出入りする車両は徹底的に消毒。

・車内のハンドル・足マット等も消毒等を実施！

病原体侵入防止対策を徹底してください！

疫学調査チームは
「野鳥や小動物等を
介した侵入の可能性」
を指摘しています！

異常があれば直ちに家畜保健衛生所へ連絡をお願いします！

飛 騨 家 畜 保 健 衛 生 所

ＴＥＬ：0577-33-1111（内線405） ＦＡＸ:0577-32-9019
※閉庁時には案内に従い「１」番 をプッシュしてください。土日・祝日、閉庁時も通報を受け付けています。

【飼 養 状 況】８，１２２頭（全て肥育豚）

【発生の経緯】
6月４日（火） ・飼養者から、中央家畜保健衛生所に連絡あり

同一豚舎内で4頭死亡、1頭瀕死

・中央家保が農場へ立入検査を実施

同居豚10頭を体温測定（40℃以上が認められる）

6月５日（水） ・遺伝子検査
採血した 10頭すべてが陽性
解剖した 4頭すべてが陽性

・国との協議を経て疑似患畜と決定



番号 消毒ポイント名 住所 消毒方法 消毒対象 運営時間

１ 山県市役所 美山支所 山県市谷合1358-1 噴霧 畜産関係車両 24時間

２ 山県市役所 山県市高木1000-1 噴霧 畜産関係車両 24時間

３ 伊自良総合運動公園 山県市洞田127-67 噴霧 畜産関係車両 24時間

〈車両消毒ポイントの設置場所及び消毒方法〉
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移動制限区域
（半径3km圏内）

搬出制限区域
（半径10km圏内）

発生農場


